
いざ  が起きたら 
 

災害後の片付けでは、通常では生活ごみとして出

さない、泥だらけの家具や被災した建築物廃材など

の災害廃棄物が大量に発生します。 

災害廃棄物を適正に処理するために、市では災害

の種類や被害状況により、ごみの分別方法や持込場

所に関する方針を決定し、次の方法によりお知らせし

ます。 

 

 

 

①防災行政無線 

②防災情報メール配信サービス 

③広報車 

④テレビ・ラジオ等 

⑤掲示板（避難所など） 

⑥広報紙（チラシ） 

⑦中央市ホームページ 

⑧ニューメディア（ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ、Twitter など） 

                       ｅｔｃ. 
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日頃から備えましょう！ 

     災害ごみをできるだけ出さないために日頃から 

備えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【概要版】 
 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            中央市 

  

〇家具などを固定する 

 家具や電化製品は壁などに固定し、倒れ

にくくすることで破損を防ぐことができます。 
 

〇いらないものは片付けておく 

 押し入れや物置にしまいこんでいる不

要なものはリサイクルに出すなど整理す

ることで災害ごみが減らすことにつなが

ります。 
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災 害 廃 棄 物 の出 し方 や分 別 方 法 は普 段 と異 なります！！  
 

 

 ★生活ごみと災害廃棄物に分けましょう       ★災害廃棄物を分けましょう  

   

  

 

 

 

 

 

 

 ★生活ごみはごみ集積所へ               

  災害廃棄物は仮置場へ出しましょう  

 

 

 

 

 

 

 

まとめて一緒に捨てたほうが早く片付けられそう
ですが、ごみの分別作業にかえって時間がかかりま
す。 
 生活ごみの中には、食べ残しなどの生ごみが多く
含まれていることから、処理が遅れてしまうと悪臭
や病害虫発生の原因となります。 

 大量に発生した災害廃棄物は、通常では家庭ごみとし
て出されないものや被害により通常の分別では処理でき
ないものも多くなることから、地域のごみ集積所とは別
に災害廃棄物専用の仮置場を市内に開設します。 
 また、高齢者世帯などで搬送手段がない方には、災害
ボランティアセンターなどと連携した運搬支援体制も検
討します。        

 分別ができていないごみは、仮置場に運んだ後にさらに分別等を行
わないと処理業者に引き渡せないため時間がかかります。 
 大規模災害発生後は、少しでも早く処理ができるよう次のような分
別を想定しています。 
（注）災害の種類によって分別が変わることがあります。 

大規模災害後の家の片付けは、市が災害後に決定するごみの分別方法や持込場所などを確認して、次の手順を参考に行いましょう！  

① 木 く ず （ 柱 ・ 梁 ・ 壁 材 ・ 流 木 な ど ）  
② コ ン ク リ ー ト が ら 等 （ ｺﾝｸﾘｰﾄ片 ・ ﾌﾞﾛｯｸ・ ｱｽﾌｧﾙﾄく ず 等 ）  
③ 金 属 く ず （ 鉄 骨 ・ 鉄 筋 ・ ｱﾙﾐ材 等 ）  
④ 可 燃 物 （ 繊 維 類 ・ 紙 ・ 木 く ず ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸな ど ）  
⑤ 不 燃 物 （ 硝 子 ・ 陶 磁 器 な ど ）  
⑥ 廃 家 電 （ ﾃﾚﾋﾞ・ 冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫 ・ 洗 濯 機 ・ 乾 燥 機 ・ ｴｱｺﾝ）  
⑦ 廃 小 型 家 電 （ 電 子 ﾚﾝｼﾞ・ 炊 飯 器 ・ 扇 風 機 な ど ）  
⑧ 廃 自 動 車 等 （ 自 動 車 ・ ﾊﾞｲｸな ど ）  
⑨ 腐 敗 性 廃 棄 物 （ 畳 ・ 水 産 物 ・ 食 品 な ど ）  
⑩ 有 害 廃 棄 物 （ 石 綿 含 有 廃 棄 物 ・ 医 薬 品 類 ・ 農 薬 類 な ど ）  
⑪ 適 正 処 理 困 難 物 （ 消 火 器 ・ ﾎﾞﾝﾍﾞ類 ・ ﾋﾟｱﾉ・ ﾏｯﾄﾚｽな ど ）  

分別していただくことが、スムーズにごみ処理を行う第一歩です。災害時
にはとても多くのごみが出ることと思われますので、１日でも早くごみが
片付くようにご理解、ご協力をお願いします。 
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